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【外来】

１ 処方箋料について 

（診療科：内科 ／ 診療区分：処方 ／ 分類区分：80） 

＜診療内容等＞ 

処方箋料（その他）→ 処方箋料（７種類以上内服薬） 

＜査定に対する見解＞ 

①３剤（朝夕）7点、②３剤（朝食後）7 点、③１剤（朝食直後）23 点、

④２剤（夕食後）4点、⑤１剤（就寝前）1 点、の５種類で処方しております

が、７種類以上にされております。

 調剤薬局の請求で朝食直後が朝食後に変更されているのか査定が続いてお

ります。システム業者も上記処方方法では７種類以上の変更に対応できない

と言われており、査定理由をご教示いただきたい。 

＜査定事由＞ Ｄ 

＜回答＞ 

調剤報酬点数表の通知より「……食事を目安とする服用時点については、

食前、食後及び食間の３区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前 30 

分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、「食前」とみなし、１剤と

して扱う。」と記載されておりますので、調剤レセプトは「朝食直後」と「朝

食後」が混在する場合は朝食後として統一されます。 

しかしながら、医科点数表には「食後」と「食直後」について、明確な通

知がないため、服用時点が異なるものと考えております。 

調剤点数表と医科点数表の違いにより、種類数の把握が困難な状況である

為、医科の処方せん料の種類数は調剤レセプトの服用時点の記載をもって審

査をしている状況です。 

「食直後」と「食後」で服用時点が異なるお薬を院外処方する場合は、お

手数ですが医科レセプトにコメントを付して請求願います。 

＜メモ＞ 
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【外来】 

２ 無麻酔での真皮縫合加算について 

（診療科：脳神経外科 ／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 前額部挫創のため、6.0ナイロンにて縫合した。 

小児であったため、キシロカインを使用せずに縫合した。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

「無麻酔での真皮縫合加算の算定は査定と判断します。」とありますが、診療

報酬早見表には、縫合部位の制限は記載されているが、キシロカイン使用の

必要性は記載されておりません。 

 当院では、小児や飲酒後の受診については、キシロカインを使用せず、処

置を行うケースがあり、記載要項により算定可能と判断しましたが、なぜ査

定されてしまうのでしょうか。 

 

＜査定事由＞ Ｃ 

 

＜回答＞ 

単なる縫合については無麻酔で行われる場合もあるとは思いますが、真皮

に至る縫合には麻酔が必須と考え、麻酔のない真皮縫合加算は原則認めてお

りません。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

３ TnT 定性・定量検査について 

（診療科：内科 ／ 診療区分：検査 ／ 分類区分：60） 

 

＜診療内容等＞ 

 TnT 定性・定量の算定 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 EKG、心臓エコー、TnT 定性・定量検査を同日に行った場合、EKG と心臓エ

コー検査を一連とみなし、EKG を算定せずにレセプト請求したところ、TnT

定性・定量検査が査定されてしまいました。 

 このような場合は、どのように請求コメントを入れてレセプト請求するべ

きでしょうか。（コメント内容不備によるものでしょうか） 

 

＜査定事由＞ Ｃ 

 

＜回答＞ 

同日に心電図のないＴｎＴ定性・定量は心筋梗塞を疑う診断根拠に乏しい

ため、原則認めておりません。 

また、解釈通知の「心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音

図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする」に

ある心臓超音波検査に伴って同時に記録する「心電図」は６誘導以下のもの

です。 

必要があって１２誘導以上の心電図を実施した場合は別に算定が可能であ

りますので、ＴｎＴ定性・定量検査を請求される際は心筋梗塞を疑った１２

誘導以上の心電図の算定が必要と考えます。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

４ ＢＮＰについて 

（診療科：内科 ／ 診療区分：検査 ／ 分類区分：60） 
 

＜診療内容等＞ 

 BNP/生化学的検査（２） 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 H25 年より、大動脈弁閉鎖不全症、僧帽弁閉鎖不全症の病名がついており

ますが、慢性心不全の病名がないため査定されてしまったのかご教示いただ

きたい。 

 

＜査定事由＞ Ｂ 

 

＜回答＞ 

ＢＮＰは「心不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月１回に 

限り算定する。」と示されております。 

請求にあたっては心不全（疑い）の病名が必要となります。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

５ 食道狭窄拡張術について 

（診療科：消化器内科 ／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 食道がんにて外来通院中、狭窄を繰り返すため頻回の狭窄拡張術が必要。 

 

 査定内容：食道狭窄拡張術（拡張型バルーン） 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 短期間または同一入院期間中、回数に関わらず、第一回目の実施日に１回

に限り算定となっています。一時的に経口摂取が可能になるものの、狭窄を

繰り返すため処置を行っています。 

 短期間とはどのくらいの期間なのか。医学的に必要であっても月１回しか

算定できないものなのでしょうか。 

 

＜査定事由＞ Ｂ 

 

＜回答＞ 

医科点数表の通知には、食道狭窄拡張術につきましては「短期間又は同一

入院期間中、回数にかかわらず、第１回目の実施日に１回に限り算定する。」

と記載されており、当初の治療目的が達成されるまでが一連の診療行為と考

えます。 

その他の通知も考慮するとその期間は、およそ２週間は必要と考えます

が、月に１回しか算定できないとは考えておりません。 

当該事例は令和４年３月２３日算定後、令和４年４月５日に算定されてお

り、２週間以内のため短期間での算定と判断しました。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

６ 骨折観血的手術について 

（診療科：整形外科／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 
 

＜診療内容等＞ 

 左示指中節骨骨折に対して、骨折観血的手術を行い、創外固定を施行した。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 骨折観血的手術（指）が骨折経皮的鋼線刺入固定術（指）にＣ査定となっ

た理由をご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｃ 

 

＜回答＞ 

手術誌に「カパンジー法で整復し、そのまま KWを中手骨に刺入。末梢方

向に牽引をかけ創外固定とした。」と記載されています。 

骨折部に観血的操作が行われておりませんので、経皮的鋼線刺入固定術と

判断されたものです。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

７ 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術について 

（診療科：整形外科／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 肩関節部軟部腫瘍の患者に対し、四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩）を施行。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩）が、皮膚皮下腫瘍摘出術（露出部以外）

へＣ査定となった理由をご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｃ 

 

＜回答＞ 

ご提出の手術誌より、腫瘍は皮下組織に存在し、これを一塊として摘出し

たものと読み取れます。 

添付の MRI 上も、同様の所見と判断し、皮膚、皮下腫瘍摘出術での請求が

妥当と判断されたものです。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

８ 脂肪酸分画検査について 

（診療科：循環器内科／ 診療区分：検査 ／ 分類区分：60） 

 

＜診療内容等＞ 

 脂肪酸分画のＤ査定 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 他医療機関で脂質異常に対して内服を受けている患者。 

 胸痛発作の訴えで来院され、IHD 疑われ諸検査施行。100 ㎏の高度肥満で

あり、脂肪酸分画も行ったが査定を受けました。 

病名が高脂血症でないと査定となるのでしょうかご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｄ 

 

＜回答＞ 

脂肪酸分画検査は動脈硬化や冠動脈硬化が既知の患者での動脈硬化の進

展の有無を知るために用いられることから、動脈硬化性疾患、心筋梗塞、狭

心症または脳梗塞の確定病名があり、かつ脂質異常症または高脂血症の患者

が検査の対象と考えます。 

当初、ご請求いただいたレセプトは高コレステロール血症が疑いであった

ため、対象外と判断しております。 

＜メモ＞ 
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【外来】 

９ グラクティブについて 

（診療科：内科 ／ 診療区分：処方 ／ 分類区分：20） 

 

＜診療内容等＞ 

 グラクティブ錠 100 ㎎１錠×42 日分 のＢ査定 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 トルリシティ皮下注 0.75 ㎎アテオス（GLP-1）グリメピリド錠（スルホニ

ルウレア（SU））と効果が被っているということでしょうかご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｂ 

 

＜回答＞ 

ＤＰＰ－４阻害剤であるグラクティブは、ＧＬＰ－１受容体を介した血糖

降下作用を有しておりますことから、ＤＰＰ－４阻害剤であるグラクティブ

と、ＧＬＰ－１受容体作動薬であるトルリシティ皮下注の併用使用は、効果

が重複することから認めておりません。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

10 肝線維化マーカーについて 

（診療科：内科 ／ 診療区分：検査 ／ 分類区分：60） 

 

＜診療内容等＞ 

 ４型コラーゲン・７S の査定について 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 肝硬変への移行の指標として当検査を行いましたが、査定理由について 

ご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｃ 

 

＜回答＞ 

肝線維化マーカーにつきましては、肝線維化の早期発見や、肝硬変への進

展の有無の鑑別のために行うものですが、当該事例ではヒアルロン酸とⅣ型

コラーゲン・７Ｓの双方が算定されており、慢性肝炎の経過観察としての双

方の算定は過剰であると判断したものです。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】 

11 妊娠糖尿病疑いでの診断のための検査について 

（診療科：婦人科 ／ 診療区分：検査 ／ 分類区分：60） 

 

＜診療内容等＞ 

 HbA1ｃ・ＧＴＴ精密の査定について 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 妊娠糖尿病疑いでの診断のため検査を行い確定した症例ですが、 

査定理由についてご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｃ 

 

＜回答＞ 

ご請求されたレセプトは、妊娠糖尿病の診療開始日が令和３年１１月１１

日になっておりましたが、検査実施日が令和３年１１月９日になっており、

診療開始日前の検査が対象外と判断されております。 

９日に疑って検査をした結果、１１日に病名が確定したものと推測されま

すが、書面審査上、検査実施日より後に病名があると開始日と検査日の不一

致により、減点の対象になり得ますことから、検査実施日に疑い病名を付し

てご請求いただく等の対応をお願いします。 

 

＜メモ＞ 
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【外来】

12 通院精神療法について 

（診療科：精神科 ／ 診療区分：精神科専門療法 ／ 分類区分：80） 

＜診療内容等＞ 

うつ病にて通院中の患者です。 

当月のみ通院精神療法がＤ査定となりました。 

＜査定に対する見解＞ 

Ｄ査定ですが、算定要件は満たしていると考えますがいかがでしょうか。 

＜査定事由＞ Ｄ 

＜回答＞ 

医科点数表の解釈通知より「精神科デイ・ケアを算定している患者に対し

ては、同一日に行う他の精神科専門療法（他の保険医療機関で実施するもの

も含む。）は、別に算定できない。」と記載されております。 

当該患者は通院精神療法が算定されている令和４年３月４日、１８日の両

日に、他の医療機関において精神科デイ・ケア（大規模）が算定されており、

告示・通知に合致しないものと判断したものです。 

＜メモ＞ 
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